
   岩倉市介 護保険の要介護 認定等に係る資 料提供に関する

事務取扱要綱  

                     

（趣旨）  

第１条  この要 綱は、被保険者 の心身、環境、 医療等の状況に

応じた最適な居 宅サービス計画 、施設サービス 計画 又は介護

予防サービス計画（以下「介護サービス計画」という。）の作

成を図るため、岩倉市が持つ介護保険に関連する資料を本人、

家族その他の関 係者に 提供する 事務の取扱 いを 定めるものと

する。                                          

（提供対象資料）             

第２条  この制 度により提供を 行う資料は、次 に掲げるとおり

とする。ただし 、第２号の資料 の提供について は、主治医の

同意がある場合に限る。  

( 1 )認定調査票（特記事項及び概況調査 を含む。ただし、調査

実施者が特 定される部分を 除く。）  

( 2 )主治医意見書  

（提供対象者）  

第３条  前条に 規定する資料は 、次の各号に掲 げる者に対し、

その者からの申 請に基づいて提 供する 。ただし 、第 ３号、第

４号又は第５号の場合にあっては、当該居宅介護支援事業者 、

当該介護保険施 設 、当該地域包 括支援センター 又は委託され

ている居宅介護支援事業者の職員とする。  

( 1 )前条の資料に係る被保険者（以下「本人」という。）  

( 2 )本人の法定代理人、配偶者、直系血族及び ３親等内の親族  

( 3 )本人と居宅介護支援 の提供に係る契約を締結し、又は締結

を予定して いる居宅介護支援事業者                                                             

( 4 )本人と施設サービスの提供に係る 契約を締結し、又は締結

を予定している介護保険施設  

( 5 )本人と介護予防支援の提供に係る契約を締結し、又は締結

を予定している 地域包括支援セ ンター及び その 地域包括支

援センターから 介護予防支援業 務を委託されて いる 居宅介

護支援事業者  



（申請の手続 ）  

第４条  前条に規定する者（以下「申請者」という。）が申請を

行うときは、要 介護認定等の資 料提供に係る申 請書（別記様

式。以下「申請書」という。）を市長に提出しなければならな

い。  

２  申請者が本 人以外の場合は 、申請書の本人 同意欄 に当該資

料を市長が提供 することに同意 する旨の本人の 署名を受けな

ければならない 。  

３  申請者は、 第 １項の申請を 行う場合におい ては、 自己が前

条各号に規定す る者であること を証する書 類を 提示しなけれ

ばならない 。  

（資料の提供）  

第５条  市長は 、前条による 申 請を受けたとき は、第 ３項に該

当する場合又は その場で資料の 提供ができない 特段の 事情が

ある場合を 除き、速やかに申請 に係る資料の写しを交付する。 

２  前項により 交付する写しの 部数は、同一の 申請者につき １

部に限るものとする。  

３  第１項の資 料の提供は、当 該資料に係る本 人の要介護認定

等について、岩 倉市介護認定審 査会の審査判定 が終了するま

での間にあっては、これ を行うことができない。  

（費用負担）  

第６条  前条による資料の交付に係る費用は、無料とする。  

（提供を受けた者の遵守事項）  

第７条  資料の 提供を受けた者 は、次の事項を 遵守しなければ

ならない。  

( 1 )提供を受けた資料に係る本人の情報（以下「本人情報」と

いう。）又は本人の親族の情報（以下「親族情報」という。）

を本人の介護サ ービス計画の作 成以外の目的に 使用しない

こと。  

( 2 )本 人 情 報 を 本 人 の 文 書 に よ る 同 意 を 得 る こ と な く 本 人 以

外の者に知らせ 若しくは提供し 、又は親族情報 を本人の親

族の文書による 同意を得ること なく当該親族以 外の者に知

らせ若しくは提供しないこと 。  



( 3 )  第 ３ 条 第 ３ 号 、 第 ４ 号 又 は 第 ５ 号 に 該 当 す る 者 は 、 職 員

又は職員であっ た者が、前 ２号 の行為を行わな いよう必要

な措置を講ずること。  

( 4 )  提 供 を 受 け た 資 料 を 本 人 の 同 意 を 得 る こ と な く 、 介 護 サ

ービス計画の作 成以外の目的で 複写し、又は複 製しないこ

と。  

( 5 )  提 供 を 受 け た 資 料 を 厳 重 に 管 理 し 、 紛 失 、 又 は 破 損 し な

いよう適正な保 管に努めるとと もに、提供を受 けた資料を

紛失又は破損し た場合は、直ち に本人に連絡し 、その指示

に従い善処すること。  

( 6 )  本 人 と の 介 護 予 防 支 援 、 居 宅 介 護 支 援 又 は 施 設 サ ー ビ ス

の提供に係る契 約関係 が終了し た場合若しくは その他提供

を受けた資料を 所持する必要が なくなったとき は、当該資

料を責任を持って廃棄すること。  

( 7 )  本 人 又 は 市 長 か ら 提 供 資 料 の 提 示 又 は 提 出 若 し く は 返 還

を求められたときは、直ちにこれに応じること。  

２  申請者は、 第 ４条第２項の 申請を行うに際 しては、申請書

により前項各号に規定する事項の遵守を約するものとする。   

（遵守事項違反に対する 措置）  

第８条  市長は 、資料の提供を 受けた者が前条 各号に規定する

事項を遵守しな かった場合は、 第 ５条第１項の 規定にかかわ

らず、以後、資料の提供を行わないことが できる。  

２  市長は、前 項の場合におい て指定居宅介護 支援等の事業の

人員、設備及び 運営に関する基 準（平成 １１年 厚生省令第 ３

８号）第２３条 、指定介護老人 福祉施設の人員 、設備及び運

営に関する基準 （平成 １１年厚 生省令第 ３９号 ）第 ３０条、

介護老人保健施 設の人員、施設 及び設備並びに 運営に関する

基準（平成１１ 年厚生省令第４ ０号）第３２条 、指定介護療

養型医療施設の 人員、設備及び 運営に関する基 準（平成 １１

年厚生省令第４ １号）第３０条 又は、指定介護 予防支援等の

事業の人員及び 運営並びに指定 介護予防支援等 に係る 介護予

防のための効果 的な支援の方法 に関する基準（ 平成 １８年厚

生労働省令第３ ７号）第２２条 の規定に違反す るときは、介



護保険法（平成 ９年法律第１２ ３号）第８４条 第２項、第９

２条第２項、第 １０３条第２項 又は第 １１４条 第２項による

措置をとる ことができる。  

（雑則）  

第９条この要綱 に定めるものの ほか、実施につ いて必要な事項

は、市長が 別に定める。  

 

附  則  

この要綱は、平成１２年３月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。  

 


